
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  消費税の引上げに伴う措置                 

Ｑ：消費税の引き上げに伴って早急に講ず

べき措置に関する法律案が出されたそうです

が、どのようなものなのですか？                              

  

Ａ：次のような内容になっています。 

【解説】 

さきごろ、「消費税率の引上げが国民生活

及び我が国の経済に及ぼす影響を踏まえ早急

に講ずべき措置に関する法律案」が国会に提

出されました。主な内容には、次のようなも

のがあります。 

 ①逆進性対策に係る措置 

 ・総合合算制度、給付付き税額控除、複数税

率等の施策の導入について、平成27年３月

31日までに検討を加え、その結果に基づき、

速やかに必要な措置を講ずること。 

 ・簡素な給付措置を実施するため、平成25年

12月31日までに、必要な法制上の措置を講

ずること。 

 ②住宅の取得に係る給付措置等 

  低所得者及び中堅所得者の住宅の取得に係

る消費税の負担を緩和するための給付措置

等について、速やかに検討を加え、必要な

措置を講ずる。 

 ③自動車取得税及び自動車重量税に係る措置 

  自動車は、取引価額が高額で消費税率の引

上げに伴う税負担が重いことから、自動車

取得税及び自動車重量税率の特例を平成26

年３月31日に廃止する。 

 ④医療機関等における高額の投資に係る措置 

  平成25年12月31日までに検討を加え、その

結果に基づき必要な措置を講ずる。 
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